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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
二
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
七
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解
除

す
る
。 

 
 

令
和
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年
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二
月
九
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埼
玉
県
知
事 

大 

野 
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一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
鴻
巣
市
袋
字
窪
七
百
六
十
番
一
の
一
部
、
七
百
六
十
番
二
及
び
七 

百
六
十
番
七
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 
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埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
三
号 

 
入
間
市
か
ら
入
間
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
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す
る
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埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
四
号 

 
入
間
市
か
ら
入
間
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
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令
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七
年
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九
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埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
五
号 

 
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
下
水
道
局
下
水
道
事
業
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 
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埼
玉
県
告
示
第
九
百
十
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 
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年
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九
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１ 購入等件名及び数量 

  総合指揮支援システム機器等の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年10月16日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  三菱ＨＣキャピタル株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目５番１号 

５ 落札金額 

  122,615,460円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和７年８月26日 
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特
殊
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第

七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
殊
肥
料
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 

原 
 

 

弘 

信 
 

 
 



令和７年５、６月分 

特殊肥料 
の指定名 

生産業者、輸入業者
若しくは販売業者
又は表示者 

届出名（及び商品名） 

検 査 の 結 果          

備 考      ＴＮ 
(％) 

ＴＰ 
(％) 

ＴＫ 
(％) 

ＴＣaＯ 
(％) 

  Ｃ／Ｎ 
水分 
（％） 

その他 
の検査 

堆肥 
有限会社ホームメ

ンテナンス 

和牛堆肥 

 
2.0 3.1 3.4    15 28.0   

埼玉県浦和競馬組

合 

馬ふんたい肥 

 
0.6 0.6 0.6    11 78.0   

朝日アグリア株式

会社 

フミカルアップ 

 
1.9 1.6 1.0 11.5   15 9.2   

兼松アグリテック

株式会社 

ソイルジャック 

 
2.3 3.0 2.5    12 8.7   

備考：１ 分析検査を実施した成分等の略号は次のとおりである。 
     ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量、ＴＫ－加里全量、ＴＣu－銅全量、ＴＺn－亜鉛全量、ＴＣaＯ－石灰全量、Ｃ／Ｎ－炭素窒素比、水分－水分含有量 
    ２ 分析値は原則として現物当たりの数値である。ただし、備考欄に「乾物当たり」と記載のある場合は、水分を除き他の項目は乾物当たりの数値である。 



雑

報 

 
普
通
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第

七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
普
通
肥
料
の
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 

原 
 

 

弘 

信 
 

 
 

 
 



 令和年５月、６月分 

肥料の種類等 保証票添付者 肥料の名称 

検   査   の   概   要 

備 考 分  析  結  果 保証票 

の検査 

その他 

の検査 項  目 指摘事項 

乾燥菌体肥料 東洋水産株式会社 東水１号 主成分－ＴＮ、ＴＰ 

有害成分－カドミウム 

 

    

朝日アグリア株式会社 乾燥菌体肥料２号     

株式会社明治 メイジ乾燥菌体肥料     

 

注１ 分析検査及びその他検査の欄は、検査対象荷口全体の肥料を代表しうるように必要袋数（ばらの場合には、必要部位数）を抽出し、混合した試料１点に

ついて検査した結果である。 

 ２ 分析検査項目に係る指摘事項は、分析値と規格・基準値又は表示値とを比較した結果である。 

 ３ 分析項目の略号は、次のとおりである。 

 ＴＮ－窒素全量、ＴＰ－りん酸全量 

 



雑

報 

 
収
去
し
た
飼
料
等
の
試
験
結
果
の
概
要
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

 
 

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）

第
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
収
去
し
た
飼
料
等
の
試
験
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 
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弘 
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１．安全性に関する検査 

製 造 事 業 場 等 の  

名 称 及 び 所 在 地  
  収 去 場 所 

飼料又は  

飼料添加

物の区分  

飼料又は飼料添加物の名称 

製  造 

（輸入 ) 

年 月 

試 験 項 目 違反の内容  

エナーゼ産業株式会社 

埼玉県秩父郡長瀞町  
エナーゼ株式会社  混合飼料 ビターゼ  7.5 重金属－鉛、カドミウム、ひ素   

サイキ食品株式会社  

ふじみ野工場  

埼玉県ふじみ野市  

サイキ食品株式会社  

ふじみ野工場  
単体飼料  粉砕もやし  7.6 重金属－鉛、カドミウム   

三幾飼料工業株式会社  

草加工場  

埼玉県草加市  

三幾飼料工業株式会社  

草加工場 
単体飼料 60％フィッシュミール  7.6 重金属－鉛、カドミウム、ひ素   

 (注)１．飼料又は飼料添加物の名称の欄中の「  ○規  」は、法第二十七条第一項又は第二十九条第二項若しくは第三十条第二項の規定に基づく規格適合表示  

     飼料であることを示す。  

 

 ２.栄養成分に関する検査 

製造事業場等の 

名 称 及 び 所 在 地 
収 去 場 所 飼 料 の 名 称 

製  造 

(輸入) 

年 月 

試 験 結 果 の 概 要 違反の内容 

エナーゼ産業株式会社  

埼玉県秩父郡長瀞町  
エナーゼ株式会社  ビターゼ  7.5 栄養成分－粗蛋白、粗脂肪、カルシウム、りん、粗繊維、粗灰分 

 

サイキ食品株式会社  

ふじみ野工場  

埼玉県ふじみ野市  

サイキ食品株式会社  

ふじみ野工場 
粉砕もやし  7.6 栄養成分－粗蛋白、粗脂肪、カルシウム、りん、粗繊維、粗灰分 

 

三幾飼料工業株式会社  

草加工場  

埼玉県草加市  

三幾飼料工業株式会

社 

草加工場 

60％フィッシュミ

ール 
7.6 栄養成分－粗蛋白、粗脂肪、カルシウム、りん、粗繊維、粗灰分 

 

 (注)１．飼料の名称の欄中の「 ○規  」は、法第二十七条第一項又は第二十九条第二項若しくは第三十条第二項の規定に基づく規格適合表示飼料であるこ

とを示す。  
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